
　北総西部衛生組合が香取広域市町村圏事
務組合に平成19年４月１日統合されるこ
とについては３月号の広報でお知らせした
ところですが、それに伴い事務所を香取市
山田区事務所内に移転しました。
　事務所移転に伴い、連絡先は次のとおり
変更となります。

　

○新所在地　〒289－ 0407
　　　　　　香取市仁良３００番地１
　　　　　　香取市山田区事務所２階
○新電話番号   ０４７８－７８－１１８１

○新FAX番号   ０４７８－７８－１１８５

　平成19年３月２日に日本消防会館ニッショーホールで開催さ
れた、平成18年度消防庁長官定例表彰において、神崎町消防団
が「表彰旗」を、また村田消防団長が「永年勤続功労章」を受
章しました。
　「表彰旗」は消防庁長官表彰では最高位のもので、本町消防団
の多年にわたる消防活動の実績が認められたものです。また、村
田消防団長は、昭和50年４月１日に佐原市外五町消防組合神崎
消防団に入団以来、班長、分団長、副団長、団長を歴任し、通
算25年の永きにわたり、本町消防の発展に寄与してまいりました。
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※１　基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯に当たります。
※２　過去12カ月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合に
　　　該当します。

　所 得 区 分　　　　　　３ 回 目 ま で　　 　　４回目以降※２

  
一　　 　   般 80,100円＋

医療費が267,000円を
44,400円超えた場合は、その超

えた分の１％
 
上位所得者※１ 150,000円＋

医療費が500,000円を
83,400円超えた場合は、その超

えた分の１％

 住 　 民 　 税
 非 課 税 世 帯 35,400円　 24,600円


